
令和５年度　和歌山県子供の生活実態調査　公募型プロポーザルに係る質問及び回答

No 質問内容 回答 質問票受理日 回答日

1

〈和歌山市・田辺市の追加調査〉

和歌山市・田辺市の調査票の識別方法とは、例え

ば、各調査票に識別IDを付番して調査する方法でよい

か。

和歌山市については、中学校区別に区別ができるの

であれば調査票の形式等については特別の指定はあ

りません。

田辺市については、田辺市在住ということが分かれ

ば足りるため（学校別に識別する必要がないため）、

調査票を区別する必要はありません（住所地市町村に

関する設問により識別）。

6月1日 6月7日

2

〈和歌山市・田辺市の追加調査〉

和歌山市・田辺市の追加調査の部分について、具体

的に、どの程度の設問数が追加される見込みか。

設問項目については、両市の意見も踏まえた上で決

定するので、設問の追加は現段階で想定していませ

ん。 6月1日 6月7日

3

〈和歌山市・田辺市の追加調査〉

①和歌山市・田辺市の調査票について、「追加部分

に関する費用」とは、具体的にどのような費用を想定

しているか。たとえば、県全体の集計対象が設問数40

項目として、和歌山市および田辺市は40問＋10問な

ど、設問が追加されるイメージか。その場合、和歌山

市および田辺市は、追加された設問を掲載するページ

数の分だけ、追加で調査票の印刷費が必要になる。

②また、追加分に伴い、集計・グラフ作成などの作業

が増えるが、こうした費用を合わせて見積書を作成

すればよいか。

①両市とも設問の追加は現段階で想定しておらず、追

加費用については以下を想定しています。

和歌山市については、以下の(1)～(4)

(1)子供・保護者の調査票を中学校区別に識別

(2)子供・保護者の回答を中学校区別に集計・分析

(3)支援者の調査票を和歌山市のみ識別

(4)支援者の回答を和歌山市単独で集計・分析

田辺市については、子供・保護者の回答を田辺市単

独で集計・分析するために必要な費用

②このプロポーザルの見積りについては、和歌山市及

び田辺市の追加部分を含めない金額としてください。

※実施要領に記載の提案限度額12,155千円には和歌

山市及び田辺市の追加費用を含んでいません。

　また、和歌山市、田辺市の追加調査によって集計・

グラフ作成などの作業が増える部分については、県と

の契約後に各市と内容や金額を詰めた上で契約をする

ことになります。

6月1日 6月7日
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4

〈和歌山市・田辺市の追加調査〉

和歌山市・田辺市の追加調査の報告書も作成するとの

ことであるが、県全体の調査報告書に加えて、和歌山

市・田辺市の報告書も、別途作成するという認識でよ

いか。

もし和歌山市・田辺市それぞれ報告書を作成する場

合、それぞれの報告書の内容量はどの程度か。

和歌山市、田辺市の報告書については、県分と別で

作成いただくことになります。その際の内容につい

ては、県との契約後に両市と内容や金額を詰めた上

で契約をすることになります。

＜参考：前回の和歌山市の報告書＞

和歌山市HP子育て支援課ページ内の「和歌山市の子

育て関係計画など」にある生活実態調査結果報告書

を参照ください。

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/10

09417/soshiki/1002616/1002641/1002706.html

※前回は、HPにある報告書を冊子状にして「全体

版」と「概要版」の２種類を作成。今回も同様に作

成を依頼予定（冊数は未定）とのことです。

※今回は、前回の内容に加えて支援者調査の集計・分

析が必要となります。

6月1日 6月7日

5

〈点字の調査票〉

点字の調査票については、小学生票１０部、中学生

票１０部、保護者票１０部を受託者負担で作成し、

学校への配布はせず、貴県に提出するという理解でよ

いか。

学校へ直接送付していただく部数については、県立盲

学校に確認の上指示します。残りは当課へ提出してい

ただき、要望があった場合に送付するという対応を予

定しています。
6月1日 6月7日

6

〈英語・中国語・ハングル語への翻訳〉

翻訳は、保護者票のみでよいか。

また、印刷は不要で、PDFデータのみ納品という理解

でよいか。

ご認識の通りです。

なお、提出いただいたPDFを県HPに掲載し、必要な

方に利用いただく予定です。
6月1日 6月7日
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